
:　　　　　　 3年 9月13日令和宣言日

宮城労働局・各労働基準監督署、中央労働災害防止協会東北安全衛生サービスセン
ター、建設業労働災害防止協会宮城県支部、陸上貨物運送事業労働災害防止協会宮城県
支部、港湾貨物運送労働災害防止協会宮城県支部、林業・木材製造業労働災害防止協会
宮城県支部、公益社団法人宮城労働基準協会

　　　　　　　　　　【基本方針】
①店社の安全管理体制を点検し、責任の所在を明確にします。

②５S(整理、整頓、清掃、清潔、躾）に取組みます。

③店社として定期的な安全衛生パトロールを実施します。

④安全衛生に必要な資格の取得及び教育を実施します。

⑤安全衛生に資源を提供し、継続的な職場改善に取組みます。

青木あすなろ建設株式会社　　東北支店

事業場名

SafeworK 向上宣言
　当社は安全で健康な職場を築く為、労働災害を撲滅し働き方
改革を推進します。


